
平成２６年度の国の補正

予算の中で公明党が強く

実現を推し進めたプレミ

アム付き商品券の発行が

今各自治体で計画が進め

られている中、和泉市に

おいてもいよいよ発行に

向け作業が本格的に行わ

れております。平成２７年和泉市議会第１回定例会におい

て、私が会派を代表して質疑を行い、その消費喚起への効

果について訴え、市民が期待を膨らませ買いたくなるよう

な内容と名前などを工夫するように要望をいたしました。

本市プレミアム付き商品券について皆様にご案内致します。

６億円（①＋②）
（プレミアム分含めて７億２千６００万円）

〈内訳〉

商品券①：５億４千万円
（プレミアム分含めて6億4千8００万円）

6,000円×108,000冊（大店利用可能）

販売金額1冊あたり5,000円

（子育て世帯4,000円）
1,000円券3枚と500円券6枚綴り

商品券②：6千万円
（プレミアム分含めて7千8００万円）

13,000円×6,000冊（商連加盟店のみ）

1,000円券 13枚綴り

平成27年 ７月 4日（土）から

平成27年１０月１2日（月）まで

平成27年5月1日～31日まで取扱店舗の募集を行い、登

録を行います。登録された店舗はステッカーやポスターを

店内に掲示し、周知を図ります。また取扱店舗をホームペー

ジ等にて掲載し、事前に周知を図り、商品券販売時には取

扱店舗一覧を配布します。（使用時つり銭は出ません。一

部使用できない商品は店舗 にお問い合わせください）

平成27年 7月 ４日（土）から

平成27年１１月１2日（木）まで

〈優先販売〉２億円…（商品券①）
＊０歳以上１８歳未満の子どもがいる世帯を対象に引換券

を郵送します。引換券持参により、１冊4,000円で優先販

売（各世帯２冊まで）【こども未来室】

販売日 平成27年７月４日（土）５日（日）

販売場所 市内４箇所

（池上曽根遺跡公園弥生博物館、和泉市役所、和泉シティー

プラザ南館１階出張所入口付近、南部リージョンセンター）

〈優先販売〉２億円…（商品券①）
＊７５歳以上の高齢者を対象に案内ハガキを郵送します。

ハガキ持参により、１冊5,000円で優先販売（1人2冊ま

で）【高齢介護室】

＊障がい者を対象に案内ハガキを郵送します。ハガキ持参

により、１冊5,000円で優先販売（1人2冊まで）

【障がい福祉課】

販売日 平成27年７月11日（土）

販売場所 市内９箇所

（鶴山台商店会、フレッシュマート・サンパール、和泉府

中駅前商店街、イオン和泉府中、和泉市役所分館、エコー

ル・いずみ、久保惣記念美術館創作教室、光明台サービス

センター、南部リージョンセンター）

〈一般販売〉２億円＋繰越額（商品券①、②）
市内外の方を問わず、１冊5,000円または10,000円の2

種類で販売（1人2万円まで）【商工労働室】

販売日 平成27年７月12日（日）：1億円＋繰越額

13日（月）：1億円

販売場所 市内９箇所（優先販売と同じ場所）

※各日、正午から午後５時まで販売

（売切れ次第、販売終了します）
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＊議場での本会議、予算審査、一般質問は、インター ネットで、常

任委員会はユウストリームで、それぞれ 生放映されます！



所在地 和泉市下宮町160 面積約４．３ｈａ（市民球場、多目的グランド、テニスコート、管理棟、駐車場、植栽）

憲法記念日アピール

憲法3原則堅持し、「核のない世界」「人間の復興」めざす公明党

風薫る5月3日、わが国の平和と繁栄を支えてきた日本国憲法が施行から68年を迎えました。現憲法の骨格をなす恒久

平和主義、基本的人権の尊重、国民主権主義の3原則は、人類の英知というべき普遍の原理です。公明党は、この平和・

人権・民主の憲法精神を日本社会と国民生活の隅々まで広く深く定着させ開花させるため渾身の努力を重ねてまいりま

す。

特に今年は、「戦後70年」「広島・長崎に原爆が投下されて70年」という大きな節目の年です。恒久平和を実現する

ために国際社会が「核のない世界」の実現に向けて懸命な取り組みを続けている中で、公明党は、唯一の被爆国として

の日本の使命を果たすべく、先頭に立って核廃絶への闘いを推進してまいります。また、発災から4年余が経過した東

日本大震災について、公明党は、憲法13条の幸福追求権や25条の生存権の理念に基づき「人間の復興」をめざして全

力を尽くしていくことをお誓いいたします。

憲法を取り巻く状況は、国会で与野党8党の幅広い合意で昨年6月、改正国民投票法が成立・施行され、これにより憲

法改正手続きとしての国民投票を実施する法的環境が整いました。さらに、今国会に提出されている「18歳選挙権法

案」が成立すると、国民投票権年齢も同時に引き下げられます。国会で3分の2の賛成があれば憲法改正の発議ができ

る環境が整ったわけですが、もとより、憲法は「国のかたち」を規定する最高規範です。従って今最も大事なことは、

憲法の何を守り、何を改正すべきなのか、国会の衆参憲法審査会で各党会派が真摯な論議を深めていくことであります。

憲法改正について公明党は、現憲法は優れた憲法であり、平和・人権・民主の憲法3原則を堅持しつつ、時代の進展に

伴い提起されている新たな理念を加えて補強する「加憲」が国民の理解を得られる最も現実的で妥当なものであると考

え、何を「加憲」の対象とすべきか、具体的な検討を進めています。

「改正ありき」や「改正の期限ありき」ではなく、国民的議論の高まりの中で各党が丁寧に議論を尽くし慎重に合意形

成を図っていく。このことが重要であり、公明党は、あるべき国の将来像を探る視点に立って国民の皆さまとともに成

熟した憲法論議を進めてまいります。

2015年5月3日

（公明新聞５月３日掲載）
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